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船舶事故調査報告書 

 

令和元年９月４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３１年３月６日 ０８時１０分ごろ 

発生場所 関西国際空港北西方沖 

 関西国際空港Ｂ滑走路北進入灯施設灯から真方位２８９°１.７海

里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°２７.９′ 東経１３５°１３.０′） 

事故の概要 漁船第六忍
しのぶ

丸及び漁船第七忍
しのぶ

丸は、接舷した状態で漂泊中、ま

た、漁船住
すみ

吉
よし

丸は南東進中、第七忍丸と住吉丸とが衝突し、さらに第

六忍丸と住吉丸とが衝突した。 

第六忍丸は、船長及び甲板員が負傷し、右舷船首部外板に亀裂を生

じ、第七忍丸は、船長及び甲板員が負傷し、船首部外板に破口を生

じ、また、住吉丸は、甲板員２人が負傷し、左舷船首部に圧壊を生じ

た。 

事故調査の経過 平成３１年４月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第六忍丸、９.７トン 

   ＯＳ２－１８６１（漁船登録番号）、個人所有 

   １４.９０ｍ（Lr）×３.９８ｍ×１.３２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数３５、平成３年２月２日 

Ｂ 漁船 第七忍丸、９.７トン 

   ＯＳ２－１７１６（漁船登録番号）、個人所有 

   １４.６０ｍ（Lr）×３.９６ｍ×１.３８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数３５、昭和６３年２月１５日 

Ｃ 漁船 住吉丸、６.６トン 

   ＨＧ２－５１５６（漁船登録番号）、個人所有 

   １３.００ｍ（Lr）×３.１７ｍ×１.２４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４５０kＷ（動力漁船登録票による）、平成２

年２月２５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３５歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１４年１０月７日 
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    免許証交付日 平成２９年４月４日 

           （令和４年１１月２５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１２年２月８日 

    免許証交付日 平成２７年１月２７日 

           （令和２年２月７日まで有効） 

Ｃ 船長Ｃ 男性 ６８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５１年７月１日 

    免許証交付日 平成２８年９月２１日 

           （令和３年１２月１４日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 軽傷 ２人（船長Ａ及び甲板員） 

Ｂ 軽傷 ２人（船長Ｂ及び甲板員） 

Ｃ 軽傷 ２人（甲板員） 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に亀裂 

Ｂ 船首部外板に破口 

Ｃ 左舷船首部に圧壊 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過  Ａ船及びＢ船は、いかなご２そうびき網漁を行う網船で、Ａ船には

船長Ａ及び甲板員１人（以下「甲板員Ａ」という。）が、Ｂ船には船

長Ｂ及び甲板員１人（以下「甲板員Ｂ」という。）がそれぞれ乗り組

み、Ａ船の右舷側とＢ船の左舷側を接舷し、船首部及び船体中央部を

ロープで連結し一体となった状態で、運搬船１隻と共に平成３１年３

月６日０５時ごろ大阪府岬町深
ふ

日
け

漁港を出港した。 

 Ａ船及びＢ船は、航行及び停船を繰り返しながら魚群探索を行う運

搬船の後方を航行し、関西国際空港北西方沖を北東進した後、反転し

て南西進していたところ、探索船が停船したので、運搬船の後方３０

０ｍ付近で主機を中立にし、船首を南西方に向け、０８時０５分ごろ

漂泊を開始した。 

 船長Ｂは、操舵室中央の椅子に腰を掛け、運搬船からの指示を待っ

ていたところ、甲板員Ｂから、右舷正横１００ｍ付近からＢ船に接近

するＣ船の存在を伝えられ、Ｃ船を視認した際、ふだんから本事故発

生場所付近で漂泊中、航行中の他船が、Ｂ船を避けて航行していくこ

とが多かったので、Ｃ船もＢ船を避けると思った。 

 船長Ｂは、Ｃ船の動静を見ていたところ、約５０ｍまで近づいても

Ｂ船を避ける様子がなく、このままではＣ船がＢ船の操舵室に衝突す

ると感じて機関を全速力後進にしたところ、Ａ船及びＢ船が後方に少

し移動したものの、０８時１０分ごろＣ船の左舷船首部がＢ船の右舷
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船首部に衝突した。 

 Ａ船は、船長Ａが、操舵室中央の椅子に腰を掛け、運搬船からの指

示を待っていたところ、右舷船首方にＢ船の操舵室の陰から現れたＣ

船の左舷船首部を認めたものの、何もできずにＣ船と衝突した。 

 Ａ船及びＢ船は、自力で航行して、付近の大阪府泉佐野市佐野漁港

へ入港した。 

 Ａ船及びＢ船の乗組員は、病院で診察を受けたところ、船長Ａが頸
けい

椎捻挫、甲板員Ａが頸椎捻挫及び腰部挫傷、船長Ｂが頸部挫傷及び左

肋
ろっ

骨挫傷、甲板員Ｂが腰椎捻挫及び頸部捻挫とそれぞれ診断された。 

 付近で操業していた漁船は、１１８番通報を行った。 

 Ｃ船は、いかなご２そうびき網漁を行う運搬船で、船長Ｃ及び甲板

員２人が乗り組み、船長２人及び甲板員３人が分乗した網船２隻と共

に０５時ごろ兵庫県淡路市岩屋漁港を出港し、０６時ごろから関西国

際空港北西方沖で操業を行った。 

 Ｃ船は、網船２隻から甲板員２人が移乗し、船長Ｃ及び甲板員４人

が１回目の揚網を行い、漁獲物の入った袋網を取り外し、２回目のえ
．

い
．
網を行うこととして新たな袋網を取り付けて海に沈めた。 

船長Ｃは、取り外した袋網の前に付いていた中袋と称する目の大き

な網（袋網に小さな魚だけが入るようにするための網）に魚が刺さっ

ていたので、中袋を右舷船首部から海に入れて航走し、魚を水の勢い

で除去することとした。 

船長Ｃは、発進前、前方を見たところ他船を認めなかったので、前

路に航行の支障となる他船はいないと思い、甲板員のうち３人を後部

甲板で、１人を前部甲板で、それぞれ漁獲物及び漁具の整理に当たら

せ、０８時０５分ごろ南東進を開始した。 

 船長Ｃは、関西国際空港北西方沖を手動操舵により約３０km/h の対

地速力で南東進中、操縦室右舷側の窓越しに右舷側で引いていた中袋

のみを見ていたところ、衝撃を感じ、Ａ船及びＢ船と衝突したことに

気付いた。 

 Ｃ船は、自力で航行して佐野漁港に入港した。 

 Ｃ船の乗組員は、病院で診察を受けたところ、後部甲板にいた甲板

員の１人が右大腿
たい

骨内
ない

顆
か

骨骨折、前部甲板にいた甲板員が左前腕弁状

創とそれぞれ診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船及びＢ船、写真２ Ａ

船操舵室からの右舷正横の見通し状況、写真３ Ｂ船の損傷状況、

写真４ Ｃ船の損傷状況、写真５ Ｃ船、写真６ Ｃ船の漁具 参

照） 

その他の事項  Ａ船及びＢ船は、Ａ船が、２そうびきの左舷側の網船であることを

示す赤色の旗を掲揚し、Ｂ船が、２そうびきの右舷側の網船であるこ

とを示す緑色の旗を掲揚し、共に黒色の鼓形形象物を表示していた。 
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 Ａ船とＢ船を接舷した状態では、Ａ船の操舵室からは右舷正横にあ

るＢ船の操舵室が死角となっていた。 

 Ｂ船及びＣ船は、汽笛を備えていなかった。 

 船長Ｃは、中袋を引き始める前、前方を見たところ他船を認めなか

ったので、前路に航行の支障となる他船はいないと思い、航行開始後

は、中袋のみを見ていた。 

分析  

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

 

 

Ａ なし、Ｂ あり、Ｃ あり 

Ａ あり、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

 Ｂ船は、関西国際空港北西方沖においてＡ船と接舷して連結した状

態で漂泊中、船長Ｂが、接近するＣ船を認めた際、ふだんから本事故

発生場所付近で漂泊中、航行中の他船が、Ｂ船を避けて航行していく

ことが多かったので、Ｃ船がＡ船及びＢ船を避けると思い、漂泊を続

けたことから、衝突を避けるための動作が遅れ、Ｃ船と衝突したもの

と考えられる。 

 Ｃ船は、関西国際空港北西方沖を南東進中、船長Ｃが、発進前、前

方を見たところ他船を認めなかったので、前路に航行の支障となる他

船はいないと思い、右舷側で引いていた中袋のみを見ていたことか

ら、前路で漂泊しているＡ船及びＢ船に気付かずに衝突したものと考

えられる。 

 Ａ船は、関西国際空港北西方沖においてＢ船と接舷して連結した状

態で漂泊中、船長Ａが、右舷船首方にＢ船の操舵室の陰から現れたＣ

船の左舷船首部を認めたものの、何もできずにＣ船と衝突したものと

考えられる。 

 Ｂ船及びＣ船は、長さ１２ｍ以上の船舶であることから、汽笛を備

えておかなければならなかった。 

原因  本事故は、関西国際空港北西方沖において、Ａ船及びＢ船が接舷し

て連結した状態で漂泊中、Ｃ船が南東進中、船長Ｂが、接近するＣ船

を認めた際、Ｃ船がＡ船及びＢ船を避けると思い、漂泊を続け、ま

た、船長Ｃが、発進前、前方を見たところ他船を認めなかったので、

前路に航行の支障となる他船はいないと思い、右舷側で引いていた中

袋のみを見ていたため、Ａ船及びＢ船とＣ船とが衝突したものと考え

られる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、一方向のみに意識を向けることなく、常時、周囲の適

切な見張りを行うこと。 

・漂泊中においても、接近する他船を認めた場合、他船が避けてく

れると思わず、余裕がある時機に衝突を避けるための動作をとる
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こと。 

・長さ１２ｍ以上の船舶は汽笛を備え、必要に応じて接近する船舶

に対して使用すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事故発生場所 

（平成３１年３月６日 

０８時１０分ごろ発生） 

Ａ船及びＢ船の推定航行経路 

Ｃ船の推定航行経路 
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関西国際空港 

Ｂ滑走路北進入灯施設灯 

Ａ船 

Ｂ船 

（漂泊中） 
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写真１ Ａ船及びＢ船        写真２ Ａ船操舵室からの右舷正横の 

見通し状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真３ Ｂ船の損傷状況        写真４ Ｃ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ Ｃ船           写真６ Ｃ船の漁具 

 

Ｂ船 Ａ船 

袋網 

中袋 

Ｂ船操舵室 
 船首方 


